
臨床検査事業
Vol.13－18 H－03
発行  平成 25年 6月

検体検査実施料新規収載のお知らせ

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
　平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。
　さて、平成25年5月31日付「保医発0531第1号」厚生労働省保険局医療課長
通知にて、別掲の項目につき、検体検査実施料が平成25年6月1日より新規適用
されることになりました。
　また、検査の受託も行っておりますので、詳しくは裏面をご参照下さい。
　取り急ぎご案内致しますので、宜しくお取り計らいの程お願い申し上げます。
 敬具

「検査実施料」の新規収載

［注］
＊：ア　 抗トリコスポロン・アサヒ抗体は、区分番号「D014」自己抗体検査の「25」抗アセチルコリンレセプター

抗体の所定点数に準じて算定する。
　　イ　 当該検査は、ELISA法により、夏型過敏性肺炎の鑑別診断を目的として測定した場合に算定

できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患びまん性肺疾患調査研究班による
　　　　「過敏性肺炎の診断の手引と診断基準」により、夏型過敏性肺炎が疑われる患者とする。

点数
区分 検査項目名 検査方法 実施料 判断区分

判断料 注

D014　自己抗体検査

25 抗トリコスポロン・アサヒ抗体 ELISA 法 900 免疫
144 ＊

記



検査要項

＊１：Corrected Absorbance Index（補正吸光度）
＊２：判定基準
　　　　陰性　　　0.15 CAI 未満
　　　　判定保留　0.15～0.30 CAI 未満
　　　　陽性　　　0.30 CAI 以上 

抗トリコスポロン・アサヒ抗体

　下記要項にて受託を承っております。宜しくご利用の程お願い申し上げます。

項 目 コ ー ド 04221

検 査 項 目 名 抗トリコスポロン・アサヒ抗体

検 体 量 血清　0.3mL

保 存 方 法 凍結

検 査 方 法 EIA

基 準 値 0.15 CAI＊1未満
判定基準は脚注参照＊2

所 要 日 数 8～17日

検 査 実 施 料 900点（［D014］自己抗体検査）

判 断 料 144点（免疫学的検査判断料）

測 定 場 所 シノテスト サイエンス・ラボ


